
東淀川区役所課長代理等専決要綱 

 

（趣旨） 

第１条 東淀川区役所課長等専決規程（平成24年達第34号。以下「専決規程」と

いう。）第12条第１項の規定による東淀川区役所の課長代理等（専決規程第１

条に規定する課長代理等をいう。以下同じ。）の専決事項については、別に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

 

（共通専決事項） 

第２条 東淀川区役所の課長等（専決規程第１条に規定する課長等をいう。以下

同じ。）が専決している次の各号に掲げる事項のうち、軽易かつ定例のものに

ついては、課長代理等に専決させるものとする。  

  (1) 職員の時間外勤務及び休日勤務に係る命令及び認定並びに休憩時間の調

整に関すること 

  (2) 職員の本市及び本市近接地内の出張に関すること。ただし、宿泊を伴うも

のを除く。 

  (3) 職員の休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関する

こと 

２ 前項の場合において、課長代理等は、所属及び課長代理等の区分に応じて別

表に掲げられた職員をそれぞれ対象として、その専決を行うこととする。  

 

（企画総務課長代理専決事項） 

第３条 企画総務課長代理の専決事項は、専決規程第３条第１項に規定するもの

のうち、次のとおりとする。 

(1) 庁舎内及び庁舎前の掲示の決定に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。 

(2) 遺失物の処理に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。 

(3) 市民相談に係る軽易な事項の処理に関すること。 

(4) 軽易又は定例の広報に関すること。 

 

（保健福祉課長代理専決事項） 

第４条 保健福祉課長代理の専決事項は、専決規程第６条第１項に規定するもの

のうち、次のとおりとする。 

(1) 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）の規定による児童扶養手当の支

給に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。 

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）の規定

による手当の支給及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和

50年政令第207号）第13条に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。ただ

し、特別児童扶養手当に関するものを除く。  



(3) 児童手当及び子ども手当の支給に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。

ただし、職員に係るものを除く。 

(4) 次に掲げる事務に関すること 

ア 大阪市児童福祉法施行細則（昭和31年大阪市規則第64号）第２条第２項

第１号に掲げる事務（児童福祉法（昭和 22年法律第164号）第22条第１項

の規定による助産の実施、同法第23条第１項本文及び第31条第１項の規定

による母子保護の実施並びに同法第33条の４第２号及び第３号の規定に

よる措置の解除の理由の説明及び意見の聴取に関することを除く。）、同

規則第２条第２項第２号に掲げる事務（同法第24条第５項又は第６項の規

定による措置に要する費用に係るものに限る。）及び同規則第２条第２項

第３号に掲げる事務のうち、軽易かつ定例のもの。  

イ 大阪市身体障害者福祉法施行細則（昭和31年大阪市規則第65号）第２条

の事務のうち、軽易かつ定例のもの。 

ウ 大阪市老人福祉法施行細則（昭和39年大阪市規則第94号）第２条の事務

のうち、軽易かつ定例のもの。 

エ 大阪市知的障害者福祉法施行細則（昭和42年大阪市規則第59号）第２条

の事務のうち、軽易かつ定例のもの 

オ 大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行細則（平成18年大阪市規則第102号）第８条の事務のうち、軽易かつ定

例のもの。 

カ 大阪市子ども・子育て支援法施行細則（平成27年大阪市規則第15号）第

３条の事務のうち、軽易かつ定例のもの。 

(5) 養護者による障害者虐待の防止、相談及び調査に関する事務のうち、軽易

かつ定例のもの。 

(6) 敬老優待乗車証の交付に関すること 

(7) 養護者による高齢者虐待の防止、相談及び調査に関する事務のうち、軽易

かつ定例のもの。 

(8) 老人医療費、ひとり親家庭医療費その他医療費の助成に関する事務のうち、

軽易かつ定例のもの。 

 

（地域福祉相談担当課長代理専決事項） 



第５条 地域福祉相談担当課長代理の専決事項は、専決規程第６条第１項に規定

するもののうち、次のとおりとする。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による保険給付に関する事務

のうち、軽易かつ定例のもの。ただし、給付の制限に関することを除く。  

(2) 介護保険法第21条及び第22条の規定による徴収金の賦課に関する事務の

うち、軽易かつ定例のもの。ただし、 10,000円以上の不納欠損処分を除く。 

(3) 介護保険の利用者負担金の賦課に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。

ただし、減免の決定及び10,000円以上の不納欠損処分を除く。 

(4) 介護保険の保険料その他の徴収金の徴収に関する事務のうち、軽易かつ定

例のもの。ただし、利用者負担金の徴収猶予の決定を除く。  

(5) 介護保険法の規定による被保険者の資格に関する事務のうち、軽易かつ定

例のもの。 

(6) 介護保険法の規定による要介護及び要支援の認定に関する事務のうち、軽

易かつ定例のもの。ただし、いずれも認定審査会の審査及び判定を経ない場

合に限る。 

 

（保健担当課長代理専決事項） 

第６条 保健担当課長代理の専決事項は、専決規程第６条第２項に規定するもの

のうち、次のとおりとする。 

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）第35条第１項

から第３項までの規定により引取りを行うこと及び引き取るべき場所を指

定すること並びに同法第36条第２項の規定により収容することのうち、軽易

かつ定例のもの。 

(2) 公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年法律第111号）第４条第４

項の規定による公害医療手帳の交付に関することのうち、軽易かつ定例のも

の。 

(3) 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例（平成13年大阪府条例第３号。以

下この号において「府条例」という。）の規定に基づく事務で次に掲げるも

ののうち、軽易かつ定例のもの。ただし、イ及びウに掲げる事務以外の事務

について緊急の必要がある場合を除く。  

ア 府条例第４条第３項の規定による届出を受け付けること 

イ 府条例第13条第１項の規定による公示（府条例第 11条の規定により抑留



した犬に係るものに限る。）を行うこと  

ウ 府条例第13条第２項の規定による通知を行うこと  

エ 府条例第15条第１項の規定により野犬を掃討すること  

オ 府条例第15条第２項の規定により周知を行うこと  

カ 府条例第16条の規定により犬に口輪をつけることその他必要な措置を採

るべきことを命ずること 

キ 府条例第20条第１項の規定により報告を求めること及び動物愛護管理員

に飼い犬の飼養施設その他飼い犬の飼養に関係のある場所に立ち入り、調

査させること 

２ 保健子育て担当課長が専決している事項のうち、保健担当課長代理の分担事

務に係る業務で次の事項については、専決規程第12条第１項に基づき、保健担

当課長代理に専決させるものとする。 

(1) 軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関

すること 

 

（生活支援担当課長代理専決事項） 

第７条 生活支援担当課長代理の専決事項は、専決規程第６条第４項第１号に規

定するもののうち、次のとおりとする。 

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第24条の規定による申請による保護

の開始及び変更のうち、保護の変更に関すること  

 (2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更のうち、保

護の変更に関すること 

 (3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止のうち、保護の停止に

関すること 

 (4) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示のうち、軽易かつ定例なもの

に関すること 

 (5) 生活保護法第27条の２の規定による相談及び助言に関すること  

 (6) 生活保護法第28条の規定による立入調査及び検診命令に関すること  

 (7) 生活保護法第30条及び第31条の規定による生活扶助に関すること 

 (8) 生活保護法第32条の規定による教育扶助に関すること 

 (9) 生活保護法第33条の規定による住宅扶助に関すること 

 (10)生活保護法第34条の規程による医療扶助に関すること 

 (11)生活保護法第34条の２の規定による介護扶助に関すること  

 (12)生活保護法第35条の規定による出産扶助に関すること 

 (13)生活保護法第36条の規定による生業扶助に関すること 

 (14)生活保護法第37条の規定による葬祭扶助に関すること 



 (15)生活保護法第37条の２の規定による保護の方法の特例に関すること  

 

（異例な事項等に関する特例） 

第８条 この要綱に定める課長代理等の専決事項であっても、異例に属するも

の、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の

決裁（承認を含む。）を受けなければならない。  

 

   附 則 

１ この要綱は、平成20年８月20日から施行する。 

２ 東淀川区役所課長代理専決事項（平成18年７月１日施行）は、廃止する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成21年８月４日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成28年２月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年11月22日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年２月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

別表（第２条関係）  

所  属 専 決 者 対象となる職員  

企画総務課 企画総務課長代理  

企画総務課に属する職員（ただし、企画総

務課長代理の分担事務に係る業務に従事す

る職員に限る。) 

地域課 地域課長代理  

地域課に属する職員（ただし地域課長代理

の分担事務に係る業務に従事する職員に限

る。）  

窓口サービス課  窓口サービス課長代理  

窓口サービス課に属する職員（ただし、窓

口サービス課長代理の分担事務に係る業務

に従事する職員に限る。 ) 

窓口サービス課  保険年金担当課長代理  

窓口サービス課に属する職員（ただし、保

険年金担当課長代理の分担事務に係る業務

に従事する職員に限る。 ) 

保健福祉課  保健福祉課長代理  

保健福祉課に属する職員（ただし、保健福

祉課長代理の分担事務に係る業務に従事す

る職員に限る。) 

保健福祉課  

保健福祉課長代理兼教育委

員会事務局総務部教育政策

課東淀川区教育担当課長代

理 

保健福祉課に属する職員（ただし、保健福

祉課長代理兼教育委員会事務局総務部教育

政策課東淀川区教育担当課長代理の分担事

務に係る業務に従事する職員に限る。 ) 

保健福祉課  地域福祉相談担当課長代理  

保健福祉課に属する職員（ただし、地域福

祉相談担当課長代理の分担事務に係る業務

に従事する職員に限る。 ) 

保健福祉課  保健担当課長代理  

保健福祉課に属する職員（ただし、保健担

当課長代理の分担事務に係る業務に従事す

る職員に限る。) 

保健福祉課  子育て担当課長代理  

保健福祉課に属する職員（ただし、子育て

担当課長代理の分担事務に係る業務に従事

する職員に限る。) 

保健福祉課  生活支援担当課長代理  

保健福祉課に属する職員（ただし、生活支

援担当課長代理の分担事務に係る業務に従

事する職員に限る。) 

 


